
インフルエンザ出席停止期間早見表 

発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後 2日を経過するまで 

（鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症を除く。） 

 

 

 

新型コロナウイルス出席停止期間早見表 

発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

症状が軽快とは（厚生労働省より）：解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合 

  
  


